
「医師法第 16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行に 

ついて」の一部改正の概要（令和２年 12 月 25 日付け厚生労働省医政局長通知） 

 

１． 制度の概要 

 臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第１６条の２第１

項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の２第１項に規定する臨床研

修に関する省令の施行について」（平成15年６月12日医政発第0612004号。以下「施

行通知」という。）に規定されている。 

 

２． 改正の趣旨 

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月 17 日閣議決定）

において、「原則として全ての見直し対象手続（※）について、恒久的な制度的対応と

して、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、

法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ、

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」

（令和２年厚生労働省令第 208 号。以下「整理省令」という。）が本日公布・施行され

たところである。 
（※）「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、

押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」が「見直し対象手続」と定義されている。 

整理省令において、厚生労働省関係省令に定められた様式のうち、国民や事業者等

に押印を求めているものについては、当該押印欄を削除等することとしたため。 

 

３． 改正の概要 

（１） 臨床研修病院の指定申請等の際の押印省略 

（様式 1、様式 10） 

  都道府県知事へ臨床研修病院の指定申請等を行う際、提出者からの押印を廃

止する。 

 

 

４． 施行日 

令和２年 12 月 25 日 


